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「法科大学院教育改善プラン」について 

～法科大学院を中核とする法曹養成の好循環への転換を目指して～ 

 

 

平成 24 年 7 月２０日 

文 部 科 学 省 

 

 

 

１．本プラン策定の趣旨 

 平成２４年７月１９日、中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会よ

り、「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について」の提言が行われ

たところである。 

このため、文部科学省としては、本提言を踏まえ、「法科大学院教育改善プラ

ン」を策定し、法科大学院を中核とする法曹養成が好循環へ転換することを目

指すため、成果目標を設定するとともに具体的な改善方策を明確にした計画を

明らかにし、その実現に向けて迅速かつ着実に取り組むこととする。 

 

 

 

２．本プランにおいて目指す成果目標 

 文部科学省としては、当面、下記３．に記載する具体的な改善方策に取り組

むことを通じて、次に掲げる成果目標の達成を目指すこととする。 

 

〔目指すべき成果目標〕 

１．法曹資格を有する法科大学院修了生を中心に、法曹のみならず、民間企

業や国・地方の公務部門など社会の様々な分野で活躍できるよう、その支

援体制を整えるとともに、その状況を広く社会に発信すること。 

２．司法試験について、平成２３年試験の合格率である２３．５％から大幅

な増加を目指す。 
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３．具体的な改善方策 

Ⅰ 法科大学院教育の成果の積極的な発信  

○ シンポジウムの開催等を通じて､着実な取組を実施している法科大学院

の教育の状況やその成果を広く社会に発信する方策を講じる。 

【平成24 年度から速やかに実施】 

○ 各法科大学院に対し、法科大学院修了者について、進路状況のより正確

な把握や就職支援の充実を促す。 

【平成24 年度から速やかに実施】 

 

Ⅱ 課題を抱える法科大学院を中心とした入学定員の適正化、教育体制の見直

し等の取組の加速  

（１） 課題を抱える法科大学院における取組の促進 

○ 課題を抱える法科大学院に対し、中教審の調査等で明らかになった課題

に対する改善計画の提出の要請、ヒアリング、公表などの措置を講じる。 

【平成24 年度から国立大学法人より速やかに実施】 

○ 今後実施される認証評価で不適格認定を受けた法科大学院に対して、不

適格と判断される原因となった事項の改善が図られるまで、改善状況の

報告・確認を徹底し、必要に応じて指導等の措置を講じる。  

 【平成24 年度から速やかに実施】 

（２） 法科大学院に対する公的支援の更なる見直し 

○ 現行の公的支援の見直しについて、入学者選抜における競争倍率と司法

試験合格率の指標に加えて、入学定員の充足状況を新たな指標として追

加する。 

【速やかに見直し、平成26 年度予算から適用】 

（３） 組織改革の加速に向けた取組 

○ 各法科大学院における共同教育課程や連合大学院、統合等の自主的・自

律的な取組が促進されるよう、組織見直しに向けたモデル及びそのため

の推進方策を提示する。 

                   【平成24 年度中に提示】 

資料７－３



 

 3

Ⅲ 法学未修者教育の充実 

○ 法学未修者教育の充実に向けて、中央教育審議会大学分科会法科大学

院特別委員会の下に新たな検討組織を設置し、具体的な充実方策につ

いて更に検討し、必要な措置を講じる。 

     【平成24 年度中に中教審としての一定の結論を得る】 

 

Ⅳ 法科大学院教育の質の改善等の促進 

（１）入学者選抜の改善  

○ 適性試験管理委員会と協力し、適性試験の結果と法科大学院入学後や司

法試験の成績との相関関係を含め、その内容等について検証を行い、そ

の結果を踏まえて各法科大学院や適性試験管理委員会に対して改善に向

けた取組を促すなど必要な措置を講じる。 

 【平成25 年度前半までに検証を実施】 

（２）質の高い教育環境の確保  

 

○ 研究者教員と実務家教員との配置人数の割合や役割分担について改め

て検証し、その結果を踏まえて必要な措置を講じる。 

  【平成24 年度中に検証を実施】 

○ 双方向的・多方向的な授業を有効に実施するために必要な適正なクラス

規模など法科大学院における学生数の在り方等について検討を行い、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じる。 

     【平成24 年度から検証に着手】 

（３） 認証評価結果の活用を通じた改善  

○ 今後行われる法科大学院の認証評価について、実施状況やその結果を踏

まえて認証評価の仕組みが適切に運用されているかどうかを検討し、必

要に応じて更なる改善方策を講じる。 

 【平成24 年度から認証評価の実施状況を検証】 
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